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研究成果の概要（和文）：　沖縄振興一括交付金が、沖縄の政治行政に何をもたらしたのか。この交付金による
事業の申請は交付要綱を従う必要があり、それは活動指標のみならず成果指標を設定しなければならず、そして
事業の途中及び終了後の具体的検証を求めていた。
 聞き取り調査により、成果目標に基づく事業の検証は少ないことが分かった。自治体職員や議員が、目標管理
型の自治体経営の能力を格段に向上させたとは言い難い。さらにこの交付金の大きな問題は、基地の補償とし
て、基地を押し付け正当化する政治的機能を有している。政策形成や政策のマネジメントを高める機能はまった
く十分ではなく、その成果も凌駕する圧倒的な政治的機能を有していることが判明した。

研究成果の概要（英文）：What kind of influence does the Okinawa Development Promotion Block Grant 
have on processes of Okinawan politics and public administration? 
　We have discovered that this grant system does not have positive impacts on “management by 
objectives” for assembly members and top public officials within the prefectural government and its
 municipalities. As regards, negative impacts of the grant system on Okinawan autonomy, we have 
found that the central government uses the grant system to leverage political control within local 
governments.  As a result of this influence, the Okinawa Development Promotion Block Grant has very 
little impact on improving the actual ethical management of local governments, but, instead, serves 
a way to legitimize the Central government’s compensation politics that seeks either to maintain 
the existing military base structure or, in the case of Henoko, to expand it.

研究分野： 政治学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
小泉政権下で実施された三位一体の改革

は、沖縄にとって高率補助事業であった国庫
支出金事業の廃止、つまり自治体単独事業へ
の転換が一部内容に含まれていた。この国庫
支出金の廃止に伴って地方税の増収でも補
填できない場合は、交付税交付金に組み込ま
れることになった。 
しかし、沖縄では、沖縄振興特別措置法に

基づいて、他府県が 10 分の 5 補助を 10 分の
８や９という国庫支出金交付率の「嵩上げ」
を行っていた。他府県の自治体と同じレベル
の交付税交付金の増額では嵩上げ分までは
補填できない。 
そこでその救済が問題となったが、内閣府

沖縄担当部局は、この嵩上げの分を、自由度
の高い「特別交付金」として制度化し、2005
年3,000万円、06年度9,037万円予算化する。
その用途指定は厳格ではなく、内訳は消防防
災設備費補助金、学校教育設備費等補助金、
保健衛生施設等設備費補助金などからなる。
当初は一億円にもみたない少額であった。 
これは、2005 年 3 月沖縄振興特別措置法

105 条の改正として、「沖縄振興特別交付金」
が新設され、105 条 2 に、沖縄県知事が作成
する沖縄振興特定事業計画に基づく事業に
充当することが明記された(3)。 
沖縄県知事は 2011 年 5 月、国の直轄事業

予算を含む沖縄振興予算全額を、3 千億円と
して 10 年間総額を固定し、しかもその全額
すべてを使途自由な一括交付金、しかもそれ
を補助金適正化法の適用除外として沖縄県
予算に組み込む要求と国の出先機関である
沖縄総合事務局の沖縄県への統合を提案し
た。 

2012 年の沖縄振興一括交付金の新設は、
沖縄振興特別措置法 105 条２に 2005 年に新
設された「沖縄振興特別交付金」の名称を「沖
縄振興交付金」と改め、これを沖縄振興一括
交付金の法的根拠としたものである。 

1500 億円以上という比較ならないほど金
額規模はまったく異なり、また、もはや、国
家支出金事業の嵩上げ分に対する補填的な
意味合いも薄れてしまった。同じ条文なので、
補助金名が新たに変わっただけのように見
えるが、目的も根拠も規模もまったく異なる。
特に一括交付金のうちの沖縄振興特別交付
金、すなわちソフト交付金の部分はまったく
新しい補助金と言ってよいであろう。 
仲井真知事の提案をかなり違う制度が出

来上がったが、もし県の原案通りに実現して
いれば、スコットランドの一括交付金に極め
て類似した仕組みとなっていた可能がある。
スコットランド長期在外研修以降、勤務先の
琉球大学においての研究は、国の沖縄振興開
発の統治構造の変化と沖縄の自治の変容を
取り扱い、約 30 本の論文及び報告書等を発
表したが、その成果をまとめ『「沖縄振興体
制」を問う―壊された自治とその再生に向け
て―』法律文化社（2014 年として発刊した。 

これまでの研究成果を発展させるものと
して、本研究は、上記のような研究の経緯を
元にしつつ特にこれまでの研究で扱うこと
ができなかった 2012 年 4 月に制度化された
沖縄振興一括交付金の仕組みと政治行政的
実態を明らかにするものである。 
 
２．研究の目的 
沖縄振興体制は、基地の存続や強化と直接

結びつけられた個別具体的な補助事業の採
否により、基地受け入れを容認させる「補償
型政治」（Kent E Calder,2007）の典型的な
事例と見なされてきた。 

2012 年４月より、沖縄振興特別措置法が
改正され、これまでの国からの県や市町村へ
の高率補助事業を中心とする沖縄振興のあ
り方が、「沖縄振興一括交付金」という新た
な仕組みを中心とする制度に変革された。  
新しい制度の特徴は、国による補助金の交

付対象自治体の限定と用途限定が大幅に緩
和されたことであるが、しかし、同時に申請
事業の一つ一つについて、「活動指標」と「成
果指標」の掲載を求めた。事業の申請時に交
付金の交付決定権をもつ内閣府は、市町村の
事業に対して事前統制を行うことが可能と
なり、また事後的にも事業の進捗状況を評価
して、次の予算に反映させていく統制力を確
保したことになる。 
なぜこの制度が導入されたのか、根源的な

問題である基地問題とどう結びついている
のか等をこの制度の導入の経緯とその後の
実態調査によって明らかにし、沖縄の統治と
自治が変容を解明する。 
 
 
 
３．研究の方法 
(1)内閣府及び総務省、沖縄県を中心に行政
資料、特に制度新設に関わる沖縄政策協議会
提出の文献資料及びデータ資料並びに関連
情報を記載した新聞記事を収集し、経緯や制
度の設計趣旨を把握した。 
 
(2)聞き取り調査、沖縄振興一括交付金制度
の創設と実際の利用について、沖縄県及び翁
県内市町村の担当職員、内閣府側の担当職員
等に聞き取り調査を行った。方法としては、
質問項目を設定し事前にインフォーマント
（情報提供者）へ送付し、面会の際にそれに
基づいて質問を行い録音する方法をとった。 
 
(3)議会議事録調査、沖縄県議会、那覇市議
会、南城市議会のホームページ議事録検索を
利用して、沖縄振興一括交付金、PDCA、成果
指標等のキーワードを入力し、議会において
どのような議論が展開しているか解明した。 
 
(4)聞き取り調査の録音は、第一次資料とし
てデータ化した。調査倫理に留意しつつ報告
書に掲載し公開した。 



 
(5)以上の調査を分析し最終的に成果報告書
を 300 部作成し配布した。 
 
 
 
４．研究成果 
 沖縄振興一括交付金が、沖縄の政治行政に
何をもたらしたのか。 
補助率が高く、自治体にとって裁量の大き

いあるいは自由度の高い補助金のというメ
リットが強調されていた。しかし、この交付
金はあくまで国庫支出金の一形態に過ぎず、
補助金適正化法が適用され、政府の交付要綱
に拘束される。その交付要綱では、申請時に
事業目的の沖縄振興計画上の位置づけの明
確化を求めており、活動指標のみならず成果
指標を設定しなければならず、そして事業の
途中及び終了後の具体的検証を求めている。 
 多くの聞き取り調査によって、事業を作り
こんでいく現場には能力不足、安易な事業化、
PDCA マネジメントサイクルを意識すること
すらできない状況も多々見受けられた。自治
体議会及び議員においても、成果目標の設定
とそれに基づく事業の検証は非常に少ない。
これまでと比べ、行政職員、首長や幹部、議
員が、目標管理型の自治体経営の能力を格段
に向上させたとは言い難い。 
 聞き取り調査により判明した具体的な問
題点をあげたい。 
① 教育福祉事業に使えなかった問題 
一括交付金は教育福祉関係の事業を想定

して新たに作られた補助金であることが判
明したが、2012 年の創設当初、現場の対応は
まったく異なっていたことが分かった。教
育・福祉関係の事業では極めて申請しづらく、
また、内閣府の側もなかなか内諾してくれな
い状況であり、ソフト事業のための費用とい
うにも拘わらず多くの自治体が実質的には
ハードハコモノ事業の申請を優先したこと
が分かった。2013 年度から内閣府の担当者が
変わったことと、現場から、沖縄振興特別措
置法改正の際の国会審議において、山内優子
氏（筆者註：元沖縄県中央児童相談所所長・
沖縄大学講師） が参考人として招聘され、
新しい予算の仕組みについて、教育福祉に使
える付帯決議を行っていることを根拠に、内
閣府に要求しはじめて教育福祉関係の事業
予算として大幅に承認が拡大したことが分
かった。 
② 「ソフト交付金」なのにハード事業中心 
 ソフト事業のための費用であったにも関
わらず、当初からハードハコモノの建設事業
に充当可能であったため、極めて多くのハコ
モノ事業が申請されてしまった。また、ソフ
ト事業と言っても、これまで自助努力で蓄積
してきた社会関係資本を、補助金の丸投げで
押しつぶしかねない側面があり極めて問題
が大きい。たとえばある離島自治体において、
集落環境の整備事業によって、補助金をもら

える零細農家が現金収入をえて、自分の畑を
耕さなくなり、かえって耕作地の風景が荒廃
する状況が生まれていることなどである。 
③ 財政調整基金の取り崩し 
 一括交付金は、8 割補助であり、2 割の自
治体負担のうち、1 割は交付税措置が入るの
で実質 1割の自己負担と言われている。しか
し、自治体によって、この 1割の負担すらま
まならないところが多くあることが分かっ
た。多くの自治体では財政調整基金を取り崩
してこの 1 割負担をねん出しているという。
先の南城市の調査では、極めて計画的に財政
調整基金を合併経過後の職員削減を主な財
源として蓄積していることが分かった。しか
し、小さな離島町村では、その１割負担も難
しく沖縄県の特別支援が助けになっている
ことが分かった。両方ない自治体では財政調
整基金が底を尽きかけていることが大きな
問題である。 
④ 指標設定と PDCA 経営サイクル 
 沖縄振興特別推進交付金には、県事業にお
いても市町村事業においても、申請時に活動
指標と成果指標を設定することが要求され
ている。沖縄県はそれを一括して内閣府に提
出し、さらに、検証シートを作成して公表し
なければならない。沖縄県庁が中心になって
沖縄振興計画及びそれに基づく事業のＰＤ
ＣＡマネジメントサイクルを回していくと
いうことが形の上では成り立つ。各市町村に
おいても、その検証シートを活用すればＰＤ
ＣＡサイクルの可能であり、先に紹介した南
城市では端的にその事例が見れられた。しか
し、県や県内市町村の自己の事業評価のため
仕組みに留まらない。このＰＤＣＡサイクル
を制度化して要求したのは内閣府沖縄担当
部局であり、内閣府はその検証シートを次年
度以降の事業申請の受け付けに活用するこ
とでＰＤＣＡマネジメントサイクルを回し、
県及び県内市町村を補助交付の権限をもっ
て上から外在的に統制していくことなる。 
 そこで重要なのが、「指標」の設定である。
第一に、何を指標として選択して設定するか、
という問題と、第二に数値目標を誰がどう設
定するか、という問題がある。本来的には指
標の選択と数値目標の設定は極めて政治的
な価値判断を伴う。したがって、議会の議決
を経るべきものと考えられ、ＰＤＳマネジメ
ントサイクルの中で、Ｐ（計画）とＳ(評価)
は、議会が中心の役割を果たすべきと考えら
れてきた。さらに各自治体の企画調整課など
の企画担当課は、一括交付金事業の各自治体
なの取りまとめを行い県や国にあげていく
作業はするものの、各主管課と原則は横並び
の組織であり、自ら各事業を検証して改善さ
せる権限を持つものではない。つまり、各担
当課の自己点検を書き直しさせ、さらに出さ
れた改善策をも審査して書き直させる権限
はない。後述するが沖縄の自治体において、
議会の関与は、極めて希薄であることと同時
に、県庁をはじめ多くの自治体行政組織にお



いては、検証と改善を徹底させる仕組みを持
たない。つまりＰＤＳもＰＤＣＡも回ってい
ないのである。 
できない理由は様々でこの仕組みの問題

は後述し検討するとして、まずそもそも、指
標の設定において、最大の問題があるのであ
る。そもそもの問題は、「成果指標」＝アウ
トカムの指標が選択できていない、出してい
ないということである。したがって検証もで
きない。 
 しかし、事業を実際に作っていく側にも言
い分はある。最終的な社会経済的な成果を指
標として出すには、教育福祉事業の場合は事
業終了後、何年もかかる。実際に進学できた
という進学者数や大学進学率、あるいは患者
の減少や失業率の改善等々、教育や福祉の場
合は 5 年 10 年という単位でしか評価できな
いことも多い。単年度ごとの成果指標では出
てくるわけがない、ということである。した
がって、中間的な進捗状況を表す指標を設定
してそれでもって、短期あるいは単年度の成
果を表すという取り組みをする必要が挙げ
られていた。いわゆる「プロセス評価」であ
る。確かに教育福祉の面において、プロセス
評価に基づいて指標を設定していく取り組
みが必要である。沖縄のほとんどの事例はそ
ういう発想も希薄と言わざるを得ない。 
⑤ 諸事業間の総合調整 
 一括交付金で集落の景観維持事業として
集落の掃除に費用を出すことにした。人がい
ないので、島の高齢者が自分たちで島の掃除
をしていたが、それを事業化して一括交付金
が得られたので、島の高齢者がその清掃作業
を有償で従事するようになった。結果、島の
特産品の生産量が激減したという。景観維持
の美化作業の方が収入が多いので、美化作業
に人が回って、農業をするひとが少なくなっ
てしまったという状況をもたらした。 
 また、従来、役場からの補助金をあてにせ
ず、住民自身で作り上げてきたイベントに、
一括交付金事業として申請したら通ったの
で、補助を出すようになった。それから役場
からの補助に依存してイベントを開催でき
るものと期待が膨らんでしまっている。 
 このような、住民が役場のお金に依存する
ことなくそれまで自分たちでどうにか作り
上げてきた地域的基盤を、一括交付金事業が
つぶしていくという事例も少なからず見受
けられる。仮にこのような安易な資金提供で
役場への期待や要求は大きくされたままで、
そして地域的な基盤というか、ソーシャル・
キャピタルはつぶされたままで、一括交付金
が終了すれば、住民の不満は非常に大きくな
る。非常に大きな問題を抱えている。 
 これは、市町村において、一括交付金を活
用した事業が、その市町村のソーシャル・キ
ャピタルや地域的基盤などをほとんど考慮
せず、中長期的にどういうまちにしていくか
についてのしっかりとした展望と計画をも
たず、あるいは事業との関連で考えることが

できずに、自治体幹部あるいは首長が、その
関連を含めて総合調整していく能力が低い
場合に起こると考えられる。場当たり的に、
一括交付金があるからということで、各部署
において起案され、それを総合調整する自治
体幹部の力が弱いということになる。 
事業化にあたっては各担当部署から文書が
出され企画部門にいき、企画部門が県との関
係を保ちつつ担当部門に修正を要求して何
度か修正を重ねた上で県に提出されるとい
うことが分かった。企画部門に回されたとき
に自治体幹部を交えた調整会議において総
合調整が図られるのがおおよその自治体と
いうことであるが、中には、住民の地域的基
盤や人的な資源等の土台の上に、自治体の中
長期的な計画、発展の展望が共有されておら
ず総合調整を不可能にしている事例がある
ことが分かった。 
⑥ 一括交付金への依存による弊害 
 一括交付金によって、イベントや住民への
補助等によりニーズは喚起されてつくられ
てしまって、要求が高まっている。また、ソ
フト事業といいつつ実質はハコモノ施設が
どんどん建設されその維持管理費が膨らん
で経常経費を圧迫し始めている。それにもか
かわらず、一括交付金終了後、財政的な裏付
けが全くなくなるという事態が起きる。財政
調整基金も取り崩して底を突き始めており、
一般財源からの拠出はより困難になってく
る。その場合にどう対処、乗り切るかが非常
に大きな問題となる。 
 施設については、第一に、民間福祉業者に
施設建設及び運営をすべて任せることを前
提に建設補助という形で出す場合には、役場
の財政負担がない、という方法があり、第二
に公設民営として、指定管理者制度を導入し
て、民間業者に維持管理を任せる方法がある。
しかし、いずれの場合も現時点では非常に制
約が多いことが分かり決め手になるかは疑
わしい。 
 対人サービスについては、学校支援員の配
置や学童支援など、先進的で確実に効果が出
ていると言える事業がある。しかし、一括交
付金事業の成果指標は、最終的な成果を念頭
に置いたものと考えられていたので、指標の
選定、指標づくりが非常に難しい。最終的な
成果ではなく、活動指標と成果指標をつなぐ、
中間的な活動と成果の達成具合をみる途中
経過を測れる指標を考案して採用していく
べきであり、そうすることによって、全国的
なモデルケースとなって、沖縄から考案され
作り出された事業が全国的な事業となりう
る。そうすることによって、対人サービスを
継続していくことを目指すことも考えられ
る。 
 自治体の政策形成と実施の現場において
以上のような問題点があることがわかった
が、さらにこの交付金の大きな問題は、国が
県や市町村を政治的に統制する手段となり
うる制度であるという側面が判明したこと



である。 
鶴保庸介沖縄担当大臣は 2016 年 8 月４日

の就任会見で、「沖縄の振興策と基地問題は
確実にリンクしている」と述べた (朝日新聞
2016 年 8 月 5 日付け)。米軍基地に反対し続
けるならば、琉球／沖縄の発展に関する政策
の予算を縮小するという脅迫を行った。その
後、菅官房長官も同様の発言を行い、政権の
意思として、辺野古問題が予算減額に影響す
ると公言されるようになると、仲井真県政こ
ろには問題にされなかった予算執行率、特に
仲井真知事時代に悪かった予算執行率が問
題とされ、予算減額の理由とされたのである。 
実際に政府は、仲井間県政の時期の執行率の
低さを問題として、基地に反対する翁長県政
に厳しくあたり、2017 年度の沖縄振興一括交
付金は 200 億円という大幅な減額を行った。
そもそも沖縄振興一括交付金の導入の際の
根拠は、「地域主権改革の先導的モデル」と
いうものであり、基地への補償に関連した法
令や公式の文言や会議録の言及はいっさい
出てこなかった。しかし、政府の本音の部分
では基地の補償という含意を暗黙のうちに
含み、メディアはそれがあたかも表立った公
式の根拠のように報道してきた。そのような
背景のもとに、政治的圧力として一括交付金
の大幅な削減は実施された。 
 つまり、沖縄振興一括交付金は、基地の補
償、新たな基地建設を押し付ける機能、それ
を正当化する政治的機能を有している。政策
形成や政策のマネジメントの質を高める機
能は、若干の改善がみられるもののまったく
十分ではなく、その成果も完全に凌駕する圧
倒的な政治的機能を有していることが判明
した。 
 国対沖縄の政治的情勢に左右され、国の意
図によって大きく統制を受ける仕組みとな
っていることが分かった。沖縄の自治の安定
的な発展を望める制度ではないということ
が分かった。 
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